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海事局海洋・環境政策課 

国際海運のカーボンニュートラルを促進する条約の早期策定に向けた交渉再開 
～国際海事機関（IMO）第84回海洋環境保護委員会（４/27～５/１）の開催結果～ 

昨年10月の臨時委員会で採択審議が１年間中断された、IMOでの国際海運のカーボンニュ

ートラルを促進するための条約改正案について、今次委員会では、各国の歩み寄りを図るた

め、日本は、各国の懸念等を踏まえた修正案を提示し、交渉の実施を呼びかけました。その結

果、本年12月初旬における採択審議の開催に向けて、本年９月及び11月に追加の作業部会

を開催し、条約修正案の検討等を行うことが合意されました。 
 

今次会合の主な審議結果は以下のとおりです。詳細は別紙を参照ください。 

１．国際海運からの温室効果ガス（GHG）排出削減のための新たな国際統一ルール 

⚫ IMOでは、2050年までに国際海運からの GHGの排出ゼロを目指し、新たな国際ルール導

入に向けた海洋汚染防止（MARPOL）条約附属書の改正作業を進めていますが、昨年 10

月の臨時委員会にて一部の国から強い反対が示されたことを踏まえ、採択審議を１年間中

断することが決定されました。 

⚫ 今次委員会では、国際ルールの早期導入に向けて、加盟国間の意見対立を解消し、歩み寄

りを図るべく、日本は各国の懸念等を踏まえた修正案 1 を提示し、採択審議までの間に検討

を進めるための作業部会の開催を提案しました。リベリア等からも修正案が示されており、

審議の結果、本年 12 月初旬の採択審議の再開を視野に、9 月及び 11 月に追加の作業部

会を開催し、日本の修正案を含む条約修正案の検討等を行うことが合意されました。 

1 省エネ技術等の進展を踏まえ、エネルギー当たりGHG排出量の基準についてLNG燃料船も基準適合船に含

まれるよう見直すとともに、IMO基金及び賦課金・報奨金制度を導入せずに、基準適合船と基準超過船との複数

船舶の間で相殺を認めることにより、ゼロエミッション船の導入促進等を図る制度（下図参考）。 

 

 
 
 
 
 
 

 

              

  

  

    
  

  

      
      

    

  

          

      
    

      
    

 



２．ペルシャ湾におけるイランの攻撃による海洋環境汚染の防止に向けた取組 

イランによる攻撃を国際法違反として強く非難するとともに、ペルシャ湾におけるイランの攻撃が

海洋環境に深刻な影響を与えることを懸念し、イランに対して海洋環境汚染のおそれのある攻撃

の停止を要求すること等を決議しました。 
 

３．その他 

⚫ 北東大西洋をNOx及びSOx等の排出規制海域として指定することが採択されました（発効

日：2027年９月１日）。 

⚫ 船舶バラスト水規制管理条約の改正について、その一部が承認（次回採択審議）されました。 

⚫ 海上輸送されるプラスチックペレットの流出対策について議論するとともに、「船舶からの海

洋プラスチックごみに対処するための2026年戦略及び行動計画」が採択されました。 
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